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１ 公の施設名 
 鳥取市流しびなの館 
 
２ 指定管理期間 
 令和 ３年 ４月 １日から令和 ８年 ３月３１日まで（５年間） 
 
３ 指定管理者候補者として選定された団体 
 （住所）   鳥取市用瀬町別府３３番地３ 
 （団体名）  一般財団法人用瀬町ふるさと振興事業団 
 （代表者名） 理事長 西 村 清太郎 
 
４ 選定された団体が提案した事業内容 

流しびなの館は、国内でも珍しい雛の文化をテーマとした常設展示館です。

伝統文化の伝承と観光振興を図るため、次の取組を行います。 
・近隣施設と繋がるような「周遊コース」を作成し、旅行代理店などへ 
情報発信。 

・ホームページ内容の創意工夫。 
・「ふれあいホール」や「特別展示室」を市民と県外客が一緒に楽しめる 
場所として効果的に活用。 

・インバウンド観光の推進。 
また、観光物産センターにおける飲食部門では、喫茶メニューの創意工夫 

や新型コロナウイルス感染症への対応を、売店部門では、近隣町の活性化グ 
ループ等と連携し、新たな特産品や商品造成等に取り組みます。 

 
５ 選定の理由 
  流しびなの館は、伝統文化の伝承と観光振興及び地域特産品の紹介を通

して地域の活性化を図ることを期待している施設であり、企画力、情報発信

力、運営力のある企業、事業者の公募選定を行いました。 
一般財団法人用瀬町ふるさと振興事業団は、雛文化を通じて地域住民や団

体と信頼関係を構築しています。本施設を雛文化の常設展示館として位置づ

け、雛文化を後世に継承できるよう、価値の高い人形を適切に管理保存され

ているとともに、鳥取県無形民俗文化財に指定された流しびな行事等の伝統

文化の伝承と観光振興に寄与されています。また、財務的にも余力があり、

安定的な運営が期待できると評価された「一般財団法人用瀬町ふるさと振興

事業団」を指定管理者候補者として選定するものです。 
 
６ 選考を行った委員会 
鳥取市経済観光部指定管理者選考委員会 
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７ 配点 
評価項目 配点 

１ 施設の設置目的の理解度、管理運営に対する意欲 １０点 
２ 提供サービス水準 １０点×２ 
３ 施設の維持・管理水準 １０点 
４ コストの縮減効果 １０点 
５ 施設運営の安定性 １０点 
６ 地域及び市民に対する貢献 １０点×２ 
７ 事業の遂行能力 １０点 
８ 事業収支計画の安定性 １０点 

配点合計 １００点 
 
８ 評価点 
 選考委員会委員が申請団体からの申請書類、提案説明、質疑応答をもとに審査

し、評価しました。 

団体名 評価項目 
選考委員会委員 

得点合計 
A B C D E F 

一般財団法

人用瀬町ふ

るさと振興

事業団 

施設の設置目的の理解度、 

管理運営に対する意欲 
7 7 7 6 6 8 

383 

提供サービスの水準 14 12 14 10 12 14 

施設の維持・管理水準 7 6 5 6 6 8 

コストの縮減効果 6 5 5 5 6 6 

施設運営の安定性 8 5 6 7 5 6 

地域及び市民に対する貢献 18 14 14 12 14 14 

事業の遂行能力 8 6 5 5 6 7 

事業収支計画の安定性 7 6 5 5 5 7 

計 75 61 61 56 60 70 

順位 1 1 1 2 1 1 

A 

施設の設置目的の理解度、 

管理運営に対する意欲 
7 5 7 5 5 8 

362 

提供サービスの水準 14 12 14 14 12 12 

施設の維持・管理水準 7 6 5 5 5 6 

コストの縮減効果 6 5 5 6 6 6 

施設運営の安定性 6 5 5 5 5 6 

地域及び市民に対する貢献 18 10 14 12 12 12 

事業の遂行能力 6 7 6 5 6 6 

事業収支計画の安定性 6 6 5 5 5 6 

計 70 56 61 57 56 62 

順位 2 2 1 1 2 2 

９ 問い合わせ先 
  鳥取市経済観光部観光・ジオパーク推進課 
  電話番号 （０８５７）３０－８２９１ 


